
児童福祉法

〔児童等〕　第四条　この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一　乳児　満一歳に満たない者
二　幼児　満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三　少年　小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

〔障害児入所施設〕　第四十二条　障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
一　福祉型障害児入所施設　保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二　医療型障害児入所施設　保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

児童養護施設 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設
1
2

3
○社会福祉法人　ひんぷん会
　なごみ

○社会福祉法人　名護学院
　名護わかば園

○独立行政法人　国立病院機構
　琉球病院

4
○社会福祉法人　国際福祉会
　美さと児童園

5

6
○社会福祉法人　偕成会
　沖縄県立石嶺児童園

7

8

①社会福祉法人　豊友会
　島添の丘
②社会福祉法人　基督教児童福祉会
　愛隣園

○社会福祉法人　育成福祉会
　沖縄中央育成園　あさひ寮

9
○社会福祉法人　袋中園
　青雲寮

○社会福祉法人　袋中園
　そよかぜ寮

10
○社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団
　漲水学園

○社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団
　あけぼの学園

11
○社会福祉法人紺　碧の会
　ならさ

沖縄盲
沖縄ろう

美咲特支

名護特支

八重山特支

宮古特支

〔児童養護施設〕　第四十一条　児童養護施設は、保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。）、
虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

沖縄県立特別支援学校の通学区域(学区)内の児童福祉施設・病院等一覧

西崎特支

島尻特支

那覇みらい支援

大平特支

はなさき支援

児童福祉施設
病院学校名



児童養護施設 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設

児童福祉施設
病院学校名

12 ※ケースで児童養護施設入所生徒の入学者あり

13 ※ケースで児童養護施設入所生徒の入学者あり

14 ※ケースで児童養護施設入所生徒の入学者あり

15 ※ケースで児童養護施設入所生徒の入学者あり

16 ※ケースで児童養護施設入所生徒の入学者あり

17
○社会福祉法人　五和会
　名護療育医療センター　【学校隣接】

18
○社会福祉法人　沖縄肢体不自由児協会
　沖縄中部療育医療センター【学校隣接】

19

20
○社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団
　沖縄療育園　【学校隣接】

21
○社会福祉法人　沖縄肢体不自由児協会
　沖縄南部療育医療センター【学校隣接】

本
校

○独立行政法人　国立病院機構
　沖縄病院　【学校隣接】

病
院
内
学
級

①沖縄県立北部病院
②沖縄県立中部病院
③社会医療法人敬愛会中頭病院
④国立大学法人琉球大学医学部附属病院
⑤那覇市立病院
⑥沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
⑦日本赤十字社沖縄赤十字病院
⑧沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院

森川特支22

那覇特支

鏡が丘特支
浦添分校

鏡が丘特支

泡瀬特支

桜野特支

やえせ高支
中農高支
南風原高支
陽明高支
沖高特支


